
公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

給食業務の部外
委託ほか１件
１式

分任契約担当官
陸上自衛隊奄美駐屯地
第４４３会計隊　卯津江　一幸
鹿児島県奄美市名瀬大字大熊２
６６番４９

５．４．３

（株）スマイル企
画

福岡県福岡市博多
区比恵町１９－２
８

6260001032507
一般競争契約
（総合評価なし）

66,884,969 60,220,600 90.0%

奄美駐屯地１０
１号建物エレ
ベーター保守点
検
１式

分任契約担当官
陸上自衛隊奄美駐屯地
第４４３会計隊　卯津江　一幸
鹿児島県奄美市名瀬大字大熊２
６６番４９

５．４．３

ジャパンエレベー
ターサービス九州
（株）

福岡県福岡市博多
区博多駅東１丁目
１８番２５号

5290001084760
一般競争契約
（総合評価なし）

1,081,300 918,720 85.0%

奄美駐屯地事業
系ゴミ収集・運
搬処分（可燃）
ほか２件
１式

分任契約担当官
陸上自衛隊奄美駐屯地
第４４３会計隊　卯津江　一幸
鹿児島県奄美市名瀬大字大熊２
６６番４９

５．４．３

（株）いちばん社

鹿児島県奄美市名
瀬大字朝仁６０
５ー２１

4340001017823
一般競争契約
（総合評価なし）

4,434,584 4,193,574 94.6% 単　価

奄美駐屯地浄化
槽汚泥除去
432,000L

分任契約担当官
陸上自衛隊奄美駐屯地
第４４３会計隊　卯津江　一幸
鹿児島県奄美市名瀬大字大熊２
６６番４９

５．４．３

（有）日之出環境
開発

鹿児島県奄美市名
瀬大字浦上１２０
７－８

9340002021233
一般競争契約
（総合評価なし）

4,039,200 4,039,200 100.0% 単　価

瀬戸内分屯地管
理地区浄化槽汚
泥除去ほか２件
１式

分任契約担当官
陸上自衛隊奄美駐屯地
第４４３会計隊　卯津江　一幸
鹿児島県奄美市名瀬大字大熊２
６６番４９

５．４．３

（株）安山衛生社

鹿児島県大島郡瀬
戸内町古仁屋船津
２５－７

4340001020034
一般競争契約
（総合評価なし）

2,206,600 2,206,600 100.0% 単　価

備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

契約を締結した日

一般競争入札・指
名競争入札の別
（総合評価の実

施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

付紙様式第３



瀬戸内分屯地事
業系ゴミ収集・
運搬処分（可
燃）ほか３件
１式

分任契約担当官
陸上自衛隊奄美駐屯地
第４４３会計隊　卯津江　一幸
鹿児島県奄美市名瀬大字大熊２
６６番４９

５．４．３

徳原　俊彦

鹿児島県大島郡瀬
戸内町古仁屋大湊
１０－１３

一般競争契約
（総合評価なし）

4,755,960 4,755,960 100.0% 単　価

航空タービン燃
料，ＪｅｔＡ－
１(バルク)ほか
１件
１式

分任契約担当官
陸上自衛隊奄美駐屯地
第４４３会計隊　卯津江　一幸
鹿児島県奄美市名瀬大字大熊２
６６番４９

５．４．３

大島石油（株）

鹿児島県奄美市名
瀬矢之脇町２４－
１９

7340001010560
一般競争契約
（総合評価なし）

13,637,470 13,635,930 99.9% 単　価

灯油１号(バル
ク)ほか４件
１式

分任契約担当官
陸上自衛隊奄美駐屯地
第４４３会計隊　卯津江　一幸
鹿児島県奄美市名瀬大字大熊２
６６番４９

５．４．３

大島石油（株）

鹿児島県奄美市名
瀬矢之脇町２４－
１９

7340001010560
一般競争契約
（総合評価なし）

4,065,630 4,024,930 99.0% 単　価

灯油１号(バル
ク)ほか２件
１式

分任契約担当官
陸上自衛隊奄美駐屯地
第４４３会計隊　卯津江　一幸
鹿児島県奄美市名瀬大字大熊２
６６番４９

５．４．３

竹山産業開発
（株）

鹿児島県奄美市名
瀬小俣町２９－２
５

340001010635
一般競争契約
（総合評価なし）

2,721,584 2,689,244 98.8% 単　価

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


